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スポーツ振興基金助成金について 

 
スポーツは、国民の心身の健全な発達に資するとともに、明るく豊かで活力に満ちた社

会の形成に寄与するものです。特に、我が国の国際的な競技水準の向上を期して、選手や

指導者が安んじてスポーツ活動に打ち込めるようにするとともに、スポーツの裾野を拡大

するための施策を講じることは、国民のスポーツに対する意欲や興味を喚起し、広く我が

国のスポーツの普及・振興を図る上で大きな意義を有しています。 
このため、政府は平成２年度補正予算から２５０億円を出資し、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センターの前身である日本体育・学校健康センターにスポーツ振興基金を設置し

ました。これに民間からの寄附金約４４億円を合わせて基金の拡充を図り、合計約２９４

億円を原資に、その運用益により、スポーツ団体、選手・指導者等が行う各種スポーツ活

動に対して助成を行うこととしています。 
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１ 事務手続きの流れ（募集から助成金の額の確定まで）

 

　　※１：減額変更となる場合

　※２：減額変更とならない場合

ＪＯＣＮＡＡＳＨ

①

②

③④

⑥ ⑦

⑧

⑨

⑫

⑪

⑬

⑭

⑩

⑤

ＮＦ

選手・指導者
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※時期につきましては、審査の状況により変更となる場合がありますので、あらかじめご承知おき

ください。 

時 期 № 事 項 内  容 

２月 

 

５月 

① 

 

② 

 

③ 

助成対象者の推薦

依頼 

助成対象候補者の

推薦 

交付申請書の提出 

・ＮＡＡＳＨは、ＪＯＣに助成対象者の推薦を依頼します。 

 

・ＪＯＣは、関係競技団体の申請に基づき、推薦者を決定し、

５月３１日（木）までに、所定の推薦書類を提出します。 

・当該競技団体は、ＪＯＣから推薦者決定の通知を受けたとき

は、助成対象者から所定の交付申請書類を提出させ、５月３１

日（木）までに、とりまとめてＮＡＡＳＨに提出します。 

６月 

 

 

 

 

 

④

⑤ 

 

助成対象者の決定

交付申請書の審査 

交付の決定 

・ＮＡＡＳＨは、提出された推薦書に基づき、助成対象者、助

成対象期間、助成対象経費の上限額を決定します。 

・ＮＡＡＳＨは、提出された交付申請書について、助成対象活

動の要件に合致しているかどうかの書類審査を行います。 

・ＮＡＡＳＨは、審査結果に基づき、交付の決定を行い、助成

対象者に対し、交付決定通知書及び認定証を送付します。 

なお、ＪＯＣに対しても、交付の決定について通知します。 

・ＪＯＣは、⑤の通知に基づき、当該競技団体に交付の決定に

ついて通知します。 

半期 

ごと 

 

⑥ 助成金の概算払 ・ＮＡＡＳＨは、日常スポーツ活動は四半期ごと（７月末、１

０月末、１月末）、海外研さん活動及び能力育成教育は７月末

に概算払を行います。※海外研さん活動及び能力育成教育は交

付決定額の半額を概算払いします。 

四半期

ごと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 

 

 

 

 

⑧ 

 

 

 

 

 

⑨ 

 

 

⑩ 

 

 

 

認定内容の変更 

報告 

推薦者の決定 

 

 

計画変更承認申請

書、変更交付申請

書及び交付申請書

の提出 

 

 

助成対象者の決定 

 

 

申請書の審査 

変更・交付の決定 

 

 

・ＪＯＣは、四半期ごとに認定内容を見直し、変更をした場合

は（それぞれ７月末、１０月末、１月末までに）ＮＡＡＳＨに

報告します。また、助成の対象となる候補者を新たに認定した

ときは、当該競技団体の申請に基づき、推薦者を決定し、所定

の推薦書類を提出します。 

・当該競技団体は、ＪＯＣから変更及び推薦者決定の通知を受

けたときは助成活動者（助成金の減額変更となるもの及び担当

選手に変更がない指導者を除く。）及び助成対象者から所定の

計画変更承認申請書類、変更交付申請書類及び交付申請書類を

提出させ、（それぞれ７月末、１０月末、１月末までに）とり

まとめてＮＡＡＳＨに提出します。 

・ＮＡＡＳＨは、⑦の報告及び推薦書類に基づき、変更の承認

及び助成対象者、助成対象期間、助成対象経費の上限額を決定

します。 

・ＮＡＡＳＨは、提出された計画変更承認申請書、変更交付申

請書及び交付申請書について、助成対象活動の要件に合致して

いるかどうかの書類審査を行います。 

・ＮＡＡＳＨは、審査結果に基づき、変更・交付の決定を行い、
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不定期 

活動計画

期間内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更報告） 

助成活動者に対しては計画変更承認書又は変更交付決定通知

書、助成対象者に対しては交付決定通知書及び認定証を送付し

ます。また、内容が減額変更の場合は、当該助成活動者に変更

交付決定通知書を送付します。 

なお、ＪＯＣに対しても、変更・交付の決定について通知しま

す。 

・ＪＯＣは、⑩の通知に基づき、当該競技団体に変更・交付の

決定について通知します。 

 

・当該競技団体は、助成対象者の引退等に伴い、認定の内容を

変更する事由が発生した場合は、ＪＯＣに報告します。 

・ＪＯＣは、当該競技団体からの報告に基づき、ＮＡＡＳＨに

認定内容の変更について報告します。 

・ＮＡＡＳＨは、ＪＯＣからの報告に基づき、変更を決定し、

変更交付決定通知書を当該助成活動者に送付するとともに、Ｊ

ＯＣにその旨通知します。 

・ＪＯＣは、変更の決定についての通知に基づき、当該競技団

体にその旨通知します。 

四半期

ごと 

⑪ 状況報告書の提出 ・当該競技団体は、日常スポーツ活動については四半期ごとに

（各四半期終了後３０日以内又は翌年度の４月１０日のいず

れか早い日までに）、助成対象者から状況報告書を提出させ、

とりまとめてＮＡＡＳＨに提出します。※能力育成教育につい

ては、半期ごと（各半期終了後３０日以内又は翌年度の４月１

０日のいずれか早い日までに）とします。 

４月 

又は活動

完了後３

０日以内 

⑫ 

 

 

実績報告書の提出 

 

・助成活動が完了した助成活動者は、活動の完了から３０日を

経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに

助成活動実績報告書を提出します。 

４月末 ⑬ 

 

⑭ 

助成金の額の確定 

 

助成金の交付 

・ＮＡＡＳＨは、実績報告書等の書類の審査等を行い、助成金

の額の確定を行い、助成金の額の確定通知書を送付します。 

・ＮＡＡＳＨは、助成活動者に助成金（未払額）を交付します。
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２ 平成２４年度スポーツ振興基金助成金交付対象活動の募集について 

助成対象者  交付実施要領第３条 

助成の対象となる者とは、ＪＯＣから推薦のあった選手及び指導者等とします。 

ただし、日常スポーツ活動におけるエリートＡ及びエリートＢの専任強化スタッフについては、当

該選手のスポーツ活動に対して日常的に指導等を行う者に限ります。 

 

助成区分、助成活動区分、助成対象者、助成金の額  

 

 

助成対象活動の実施期間  交付要綱第２条第４項 

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの１年間に実施するものとします。 

※平成２４年３月３１日以前の経費は、原則、助成対象経費となりません。 

 

助成対象とならない活動  交付要綱第２２条、交付実施要領第５条第２項 

助成対象活動が、次に掲げる活動である場合は助成対象活動となりません。 

ア スポーツの振興を目的とする国費（国費を財源とする資金を含む。）を活用しようとする

活動 

イ スポーツ振興くじ助成金又は公営競技等の収益等による補助金若しくは助成金を活用し

ようとする活動 

 

助成活動を実施する際の条件等 

助成活動の公開等 交付要綱第２４条 

ＮＡＡＳＨは、助成活動の実施結果等について、不開示情報を除き、ホームページ等に公開し

日常スポーツ活動 定額

エリートＡ　　　　　　　   200,000円／月
エリートＢ　　　　　　　   100,000円／月
ユースエリート　　　      50,000円／月
エリートＡ、エリートＢのスタッフ
　　　　　　　　　　　　　   100,000円／月

海外研さん活動
助成対象経費の
基準等により
算定した額

―

能力育成教育

ＪＯＣにおいて関係競技団体と協議の
上、推薦のあった次の者
１　エリートＡ、エリートＢ又はユース
  エリートに認定された選手
２　１の選手であった者
３　スポーツ功労者顕彰（文部科学
  大臣）等の受章者
４　その他、理事長が１から３までと
  同等と認めた者

定額

大学・大学院（修士）　  160,000円／月
大学院（博士）　　　　   180,000円／月
大学院（専門職学位）　200,000円／月
短大・高専・専修学校　140,000円／月

助成金の額の上限額等

選手・指導者
スポーツ活動
助成

ＪＯＣにおいて関係競技団体と協議の
上、推薦のあった選手（エリートＡ、Ｂ、
ユースエリート）及びその指導者等

助成区分 助成活動区分 助成対象者 助成金の額
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ます。 

なお、提出いただいた書類は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づ

き、情報公開の対象となります。 

また、助成金交付手続きに必要な書類に含まれる個人情報については、当該審査業務以外の用

途に使用いたしません。 

 

 

３ 申請手続きおよび結果の通知について 

推薦書及び交付申請書の提出方法及び提出期限  

（１）推薦書の提出方法及び提出期限（ＪＯＣ） 

 ＪＯＣは、ＮＡＡＳＨからの助成対象者の推薦依頼の通知に基づき、関係競技団体と協議の上、

助成対象候補者の推薦書類①及び②を作成し、郵送及びメールにより提出してください。 

 【提出書類】 

 ① 推薦書 （様式１） 

 ② 推薦者及び認定内容変更者一覧 （様式２） 

 ③ 推薦調書（海外研さん活動） （様式３） 

 ④ 推薦調書（能力育成教育） （様式４） 

 【提出先】 

＜送信用メールアドレス＞ 

jyosei-shinsa@naash.go.jp 

＜郵送書類提出先＞ 

〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 

独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興事業部 助成課 

 【提出期限】 

  平成２４年 ５月３１日（木）必着 

 

（２）交付申請書の提出方法及び提出期限（関係競技団体） 

 助成対象者が所属する競技団体（ＮＦ）は、ＪＯＣから推薦者決定の通知があったときは、助

成対象者から助成金の交付を受けるため申請に係る提出書類①～④を提出させ、所属競技団体

（ＮＦ）の長において事業計画書の内容について承認を行った上で、ＮＡＡＳＨに郵送により提

出してください。ＮＡＡＳＨの定める書類については、ＮＡＡＳＨのホームページからダウンロ

ードをして作成してください。 

【提出書類】 

① 助成金交付申請書  （実施要領別記様式第１） 

② 助成活動計画書   （実施要領別記様式第１ 別紙２－３～５） 

③ 助成金概算払申請書 （実施要領別記様式第７） 

④ 銀行振込依頼書  

   ※助成対象者本人名義以外の口座に振込を行う場合は委任状が必要です。（様式は任意） 

【提出先】 

＜郵送書類提出先＞ 

〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 
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独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興事業部 助成課 

※封筒に「基金助成金（選手・指導者スポーツ活動助成）交付申請書在中」と朱書きし、

簡易書留・宅配便等、配達記録の残る方法で提出してください。 

 【提出期限】 

  平成２４年 ５月３１日（木）必着 

 

＜お問合せ先＞ 

問い合わせ内容 担当係 電話番号 

助成制度及び規程等に関すること 助成課企画係 ０３―５４１０－９１８０

選手・指導者スポーツ活動助成の書類審査に

関すること 
助成課審査第二係 ０３－５４１０－９１５０

 

交付の決定  

申請された活動については、スポーツ振興事業助成審査委員会の審議を経て、助成する活動

及び交付する助成金の額を決定します。※助成金の交付の決定は、助成財源の範囲内で行います

ので、交付の決定に至らない又は申請額から減額して交付の決定を行う場合があります。あらか

じめご了承願います。 

なお、交付申請活動の採否については、文書により通知します。審査手続期間中の採否に関

するお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。 

 

 

４ 助成活動を実施する上での留意事項等 

助成金の経理  交付要綱第２２条、交付実施要領第１２条 

助成活動者は、支出額について、その支出内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成

活動の完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存する必要があります。 

 

助成金の額の確定  

助成活動者は、助成活動完了後３０日以内又は翌年度の４月１０日のどちらか早い日までに

「助成活動実績報告書」を提出いただくこととなります。 

ＮＡＡＳＨは、実績報告書の審査等を行い、助成金の額を確定することとなります。 

なお、助成金の額は、額の確定の際、活動の収支や額の確定に係る審査の状況などにより、

減額又は取消となる場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

助成金の交付（支払）  

助成金の交付（支払）は、活動完了後に提出される実績報告書を審査のうえ、助成金の額の

確定後に行います。（支払は銀行振込となります。） 

ただし、助成金の交付決定後、四半期ごと（７月末、１０月末、１月末）に四半期分の助成
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金の概算払いを行います。 

この場合、概算払により受領した助成金に発生した預金利息は、助成事業の収入となります。 

なお、助成金の額の確定後、既に交付（概算払）した助成金に差異（過不足）が生じた場合

は、助成金の返還又は未交付額の交付を行うこととなります。 

また、助成金の返還となった場合は、助成金の額の確定日（返還命令日）から２０日以内に

返還命令額を納付していただくこととなります。（納付期限を経過した場合は、延滞金が発生し

ます。） 

 

交付の変更申請書類  

（１）変更の報告及び推薦書の提出方法及び提出期限（ＪＯＣ） 

 ＪＯＣは助成活動者の認定内容を変更した場合及び助成の対象となる候補者を新たに認定し

た場合は、関係競技団体と協議の上、認定内容変更及び推薦に係る書類①及び②を作成し、郵送

及びメールにより提出してください。 

 ※認定内容については、原則四半期ごとに見直し、新たに認定する場合も原則四半期ごとに推

薦するものとします。 

 【提出書類】 

 ① 推薦書及び認定内容変更承認申請書  （様式１ ※認定内容変更承認申請書は任意） 

 ② 推薦者及び認定内容変更者一覧    （様式２） 

 【提出先】 

＜送信用メールアドレス＞ 

jyosei-shinsa@naash.go.jp 

＜郵送書類提出先＞ 

〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 

独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興事業部 助成課 

 【提出期限】 

  第２四半期分：平成２４年 ７月３１日（火）必着 

  第３四半期分：平成２４年１０月３１日（水）必着 

  第４四半期分：平成２５年 １月３１日（木）必着 

※助成活動者の引退等により認定の内容を変更する事由が発生した場合は、当該事由が発生し

た日から３０日以内に提出するものとします。 

 

（２）変更交付申請書の提出方法及び提出期限（関係競技団体） 

 ＪＯＣから認定内容の変更及び推薦者の決定について通知を受けた後、助成活動者から計画変

更承認申請及び変更交付申請に係る提出書類①～③（新たに交付申請する助成対象者については、

（２）２）の交付申請に係る提出書類①～④）を提出させ、所属競技団体（ＮＦ）の長の承認を

得た上で、ＮＡＡＳＨに提出してください。 

変更交付申請書類は、郵送により提出してください。ＮＡＡＳＨの定める書類については、Ｎ

ＡＡＳＨのホームページからダウンロードをして作成してください。 

※助成金額が減額となる者及び担当選手が変更とならない指導者の提出は不要です。 

【提出書類】 

『助成金額が増額となる者』 

① 変更交付申請書   （実施要領別記様式第１４） 
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② 助成活動計画書   （実施要領別記様式第１４ 別紙１－１～３） 

③ 助成金概算払申請書 （実施要領別記様式第７） 

『助成金額が変更にならない者（担当選手が変更となる指導者。）』 

① 計画変更承認申請書 （実施要領別記様式第４） 

② 助成活動計画書   （実施要領別記様式第１４ 別紙１－１～３に準ずる。） 

【提出先】 

＜郵送書類提出先＞ 

〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 

独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興事業部 助成課 

※封筒に「基金助成金（選手・指導者スポーツ活動助成）変更交付申請書在中」と朱書き

し、簡易書留・宅配便等、配達記録の残る方法で提出してください。 

 【提出期限】 

  第２四半期分：平成２４年 ７月３１日（火）必着 

  第３四半期分：平成２４年１０月３１日（木）必着 

  第４四半期分：平成２５年 １月３１日（木）必着 

 

活動状況報告書及び実績報告書  

（１）活動状況報告書の提出方法及び提出期限（関係競技団体） 

関係競技団体は、日常スポーツ活動については四半期ごとに（各四半期終了後３０日以内又は

翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに）、能力育成教育については半期ごと（上半期につ

いては上半期終了後３０日以内、下半期については翌年度の４月１０日までに）、助成対象者か

ら活動状況報告書（日常スポーツ活動は実施要領別記様式第１５、能力育成教育は実施要領別記

様式第１６）を提出させ、所属競技団体（ＮＦ）の長の承認を得た上で、郵送により提出してく

ださい。 

また、海外研さん活動については第２四半期終了後に、日常スポーツ活動の活動状況報告書に

加え、活動時の写真とともに活動の状況レポート（様式は別途定める。）を提出してください。

提出された写真及びレポートは、ホームページ等に公開します。 

なお、ＮＡＡＳＨの定める書類については、ＮＡＡＳＨのホームページからダウンロードをし

て作成してください。 

 【提出先】 

＜郵送書類提出先＞ 

〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 

独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興事業部 助成課 

※封筒に「基金助成金（選手・指導者スポーツ活動助成）活動状況報告書在中」と朱書き

し、簡易書留・宅配便等、配達記録の残る方法で提出してください。 

 

 

（２）実績報告書の提出方法及び提出期限（関係競技団体） 

 関係競技団体は、助成活動が完了した助成活動者から、助成活動実績報告書類①～③を提出さ

せ、所属競技団体（ＮＦ）の長の承認を得た上で、活動の完了から３０日を経過した日又は翌年

度の４月１０日のいずれか早い日までに、郵送により提出してください。ＮＡＡＳＨの定める書
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類については、ＮＡＡＳＨのホームページからダウンロードをして作成してください。 

【提出書類】 

① 助成活動実績報告書 （実施要領別記様式第９） 

② 助成活動報告書   （実施要領別記様式第９ 別紙１－３～５） 

③ 収支計算書     （実施要領別記様式第９ 別紙２） ※海外研さん活動のみ 

④ 証拠書類 ※海外研さん活動のみ 

【提出先】 

＜郵送書類提出先＞ 

〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 

独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興事業部 助成課 

※封筒に「基金助成金（選手・指導者スポーツ活動助成）実績報告書在中」と朱書きし、

簡易書留・宅配便等、配達記録の残る方法で提出してください。 
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５．助成活動となる要件、助成対象経費及び助成金の額の算定方法等 

≪ Ⅲ 選手・指導者スポーツ活動助成 ≫ 

 
選手・指導者スポーツ活動助成は、オリンピック日本代表選手等我が国における優秀な選手及び

その指導者等が行うスポーツ活動等に対して助成を行うことにより、安んじてスポーツ活動に打ち

込めるようにすることを目的としています。 

具体的には、次に掲げる活動を募集します。 

 

（１）助成対象活動 

助成の対象となる活動は、次に掲げる活動とします。 

ア 日常スポーツ活動 

  選手及びその指導者等が競技技術の向上を図るために自ら計画的に行う日常のスポーツ

活動 

イ 海外研さん活動 

  選手及びその指導者等が競技技術の向上を図るために行う海外留学等海外における研さ

ん活動 

ウ 能力育成教育 

  選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活に必要な知識や能力を育成する

ために受ける学校教育（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に定める大学、高等

専門学校及び同法第１２４条に定める専修学校における教育） 

 

（２）助成対象者 

助成の対象となる者は、ＪＯＣにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指

導者等とし、次に掲げる者とします。 

  ア 日常スポーツ活動 

ＪＯＣが行うアスリートプログラムにより認定されたオリンピック強化選手のうち、ＪＯ

Ｃが別に定める基準によりエリートＡ、エリートＢ又はユースエリートに認定された選手及

びエリートＡ又はエリートＢの専任強化スタッフ（当該選手のスポーツ活動に対して日常的

に指導等を行う者に限る。以下同じ。） 

①推薦によるエリートＢ及びユースエリートの人数は下記のとおりとします。 

 ・エリートＢ推薦  １００名 

 ・ユースエリート  ２００名 

 ※推薦の補充については別記に定めるとおりです。 

②エリートＡ及びエリートＢのスタッフの人数は選手１名につき、下記のとおりとします。 

 ・エリートＡのスタッフ 

個人競技（個人種目）：１選手につき２名 

個人競技（団体種目）：１団体につき１名 

チーム競技：１チームにつき３名 

 ・エリートＢのスタッフ 

個人競技（個人種目）：１選手につき１名 

個人競技（団体種目）：１団体につき１名 
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チーム競技：１チームにつき３名 

    ※団体種目及びチーム競技の認定の取扱いについては別表に定めるとおりです。 

イ 海外研さん活動 

（ア）ＪＯＣが行うアスリートプログラムにより認定されたオリンピック強化選手のうち、Ｊ

ＯＣが別に定める基準によりエリートＡ、エリートＢ又はユースエリートに認定された選

手及びエリートＡ又はエリートＢの専任強化スタッフ（当該選手のスポーツ活動に対して

日常的に指導等を行う者に限る。以下同じ。） 

（イ）（ア）以外で、ＪＯＣが特に推薦するＪＯＣが認定した強化スタッフ 

（ウ）海外研さん活動の人数は、ＪＯＣ及び関係競技団体と協議の上決定した範囲内とします。

なお、必要に応じて、推薦者に推薦順位を付してください。 

ウ 能力育成教育 

（ア）ＪＯＣが行うアスリートプログラムにより認定されたオリンピック強化選手のうち、Ｊ

ＯＣが別に定める基準によりエリートＡ若しくはエリートＢに認定された選手又は選手で

あった者（ＪＯＣがアスリートプログラムを実施する以前においては、エリートＡ又はエ

リートＢをそれぞれ特別強化指定選手Ａ又は特別強化指定選手Ｂに読み替えるものとす

る。） 

（イ）次のいずれかの規程又は要項に基づく顕彰又は表彰を受けた選手又は選手であった者 

１）スポーツ功労者顕彰規程（昭和４３年１１月１４日文部大臣裁定） 

２）オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程（平成六年文部省令

第二号） 

３）オリンピック競技大会入賞者等表彰要項（平成４年８月１０日文部大臣裁定） 

４）国際競技大会優秀者等表彰要項（平成９年９月３日文部大臣裁定） 

（ウ）（ア）及び（イ）以外で、特に優れた成績を収めた者と理事長が認めた者 

（エ）能力育成教育の人数は、ＪＯＣ及び関係競技団体と協議の上決定した範囲内とします。

なお、必要に応じて、推薦者に推薦順位を付してください。 

 

  なお、以下に該当する者は原則対象者とはなりません。 

①別途国庫補助等による助成を受けている選手及びスタッフ（例：ナショナルコーチ、アシス

タントナショナルコーチ、専任コーチングディレクター（トップアスリート担当、ジュニアア

スリート担当、ＮＴＣ担当）、専任メディカルスタッフ、専任情報科学スタッフ等） 

②ＮＡＡＳＨの広報活動等に協力できない選手及びスタッフ（所属競技団体の規定やスポンサ

ー等との契約等により協力できない場合は個別にお問い合わせください。） 

 

（３）助成対象経費 

助成の対象となる経費は、次の表に定めるとおりとする。 

助成 

区分 

助成 

対象活動 
助成対象者 助成対象経費 

選
手
・
指
導
者

ス
ポ
ー
ツ
活

動
助
成 

日常スポー

ツ活動 

ＪＯＣにおいて

関係競技団体と

協議の上、推薦

のあった選手及

諸謝金、旅費、借料及び損料、スポーツ用

具費、消耗品費、通信運搬費、雑役務費、

その他助成活動を行うために直接必要な経

費 
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海 外 研 さ

ん活動 

び指導者等 

旅費、渡航費、滞在費、その他助成活動を

行うために直接必要な経費 

能 力 育 成

教育 

諸謝金、旅費、借料及び損料、スポーツ用

具費、備品費、消耗品費、通信運搬費、雑

役務費、その他助成活動を行うために直接

必要な経費 

 

（４）助成金の額 

      助成金の額は、定額（千円未満切捨て）とし、助成金の額の上限額は次に定めるとおりとす

る。なお、助成金の確定額は、配分された助成金の額と助成対象経費の支出額（千円未満切捨

て）のいずれか低い額とします。ただし、確定しようとする助成金の額を含めた助成事業の収

入総額が、支出総額を上回るときは、確定しようとする助成金の額から上回った額(千円未満

切上げ)を減じた額を確定額とします。 

 

ア 日常スポーツ活動 

  助成対象経費の合計額は、次の表に掲げる額を限度とします。 

認 定 区 分 助 成 対 象 経 費 限 度 額 

選 

手 

エリートＡ ２，４００千円（２００千円×１２月） 

エリートＢ １，２００千円（１００千円×１２月） 

ユースエリート ６００千円（ ５０千円×１２月） 

エリートＡ又はエリート

Ｂの専任強化スタッフ 
１，２００千円（１００千円×１２月） 

 

イ 海外研さん活動 

  助成金の額は、スポーツ振興基金助成金実施要領の「助成対象経費の基準等」により算定

した額とします。 

   

ウ 能力育成教育 

  助成対象経費は、次の表に掲げる額を限度とします。 

履 修 教 育 機 関 助 成 対 象 経 費 限 度 額 

大学・大学院（修士） １，９２０千円（１６０千円×１２ヶ月） 

大学院（博士） ２，１６０千円（１８０千円×１２ヶ月） 

大学院（専門職学位） ２，４００千円（２００千円×１２ヶ月） 

短期大学、高等専門学校、専修学校 １，６８０千円（１４０千円×１２ヶ月） 
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（５）その他 

１）日常スポーツ活動に対する助成金は、日々のスポーツ活動に対する実費弁償的な性格をもつ

ものとして、非課税扱いとなっています。また、日々の支出に関しては、交付申請時の資金計

画と四半期ごとの報告書をもって証拠書類に代えることとし、領収証等のＮＡＡＳＨへの提出

は必要ありません。しかしながら、助成金の支出に当たっては、公的資金であることの自覚を

持ち、明朗かつ効率的となるように心掛けてください。 

２）エリートＡ及びエリートＢに一度認定された選手（推薦枠でエリートＢに認定された選手を

含む。）を、ユースエリートとして推薦することはできません。 

３）ユースエリート及び推薦枠でエリートＢに認定された選手は、同一年度内において変更する

ことはできません。 

４）過去にユースエリートとして認定された選手及び認定が２年を超える選手を、再度ユースエ

リートとして推薦することは原則不可とします。 

５）チーム競技において、引退する選手が発生した場合、対象人数の枠内で新たな選手を推薦す

ることができます。 

６）ユースエリート及びエリートＢ推薦の選手昇格による推薦者の補充については、別記１に定

めるとおりです。 
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別記１ 

 

 

 

選手・指導者スポーツ活動助成における選手の昇格による推薦者の補充について 

 

 

 

（１）ユースエリートとして認定されていた選手が、その競技成績によりエリート A・Bに昇格した場

合、当初指定されていたユースエリート人数の枠内で、新たなユースエリートを推薦することができる。

ただし、ユースエリートとして認定されていた選手が引退等をした場合には、新たなユースエリートを

推薦することはできない。 

 

（２）エリート B推薦として認定されていた選手が、その競技成績によりエリート A・Bに昇格した場

合、当初指定されていたエリート B 推薦人数の枠内で、新たなエリート B 推薦を選出することができ

る。ただし、エリート B 推薦として認定されていた選手が引退等をした場合には、新たなエリート B

推薦を選出することはできない。 

 

（３）スタッフについて 

エリートＢ推薦選手がエリートＡ選手に昇格した場合 

 

①個人競技の場合の例 

昇格前  昇格後 

エリートＢ推薦選手 １人 ⇒ エリートＡ選手 １人 

エリートＢ推薦選手のスタッフ １人 ⇒ エリートＡ選手のスタッフ ２人 

   エリートＢ推薦選手 １人 

   エリートＢ推薦選手のスタッフ １人 

②個人競技（団体種目（３人））の場合の例 

昇格前  昇格後 

エリートＢ推薦選手 ２人 ⇒ エリートＡ選手 ３人 

エリートＢ推薦選手のスタッフ ２人 ⇒ エリートＡ選手のスタッフ １人 

   エリートＢ推薦選手 ２人 

   エリートＢ推薦選手のスタッフ ２人 

③チーム競技（１１人）の場合の例 

昇格前  昇格後 

エリートＢ推薦選手 ５人 ⇒ エリートＡ選手 １１人 

エリートＢ推薦選手のスタッフ ５人 ⇒ エリートＡ選手のスタッフ ３人 

   エリートＢ推薦選手 ５人 

   エリートＢ推薦選手のスタッフ ５人 

※エリートＢ推薦選手がエリートＢ選手に昇格した場合も同様の考え方を適用する。 
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【参考】エリートＢ選手がエリートＡ選手に昇格した場合 

①個人競技の場合の例 

昇格前  昇格後 

エリートＢ選手 １人 ⇒ エリートＡ選手 １人 

エリートＢ選手のスタッフ １人 ⇒ エリートＡ選手のスタッフ ２人 

   エリートＢ選手 ０人 

   エリートＢ選手のスタッフ ０人 

②個人競技（団体種目（３人））の場合の例 

昇格前  昇格後 

エリートＢ選手 ３人 ⇒ エリートＡ選手 ３人 

エリートＢ選手のスタッフ １人 ⇒ エリートＡ選手のスタッフ １人 

   エリートＢ選手 ０人 

   エリートＢ選手のスタッフ ０人 

③チーム競技（１１人）の場合の例 

昇格前  昇格後 

エリートＢ選手 １１人 ⇒ エリートＡ選手 １１人 

エリートＢ選手のスタッフ ３人 ⇒ エリートＡ選手のスタッフ ３人 

   エリートＢ選手 ０人 

   エリートＢ選手のスタッフ ０人 

 

なお、個人競技（団体種目）及びチーム競技の認定の取扱いについては別紙のとおりとする。 
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別表 

 

団体種目及びチーム競技の認定の取扱い 

 

○夏季競技 

競技名 種目 構成人数 取扱い 

陸上 ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞ 男子 4×100m ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    女子 4×100m ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    男子 4×400m ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    女子 4×400m ﾘﾚｰ 4 団体種目 

水泳 競泳 男子 4×100m ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    女子 4×100m ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    男子 4×200m ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    女子 4×200m ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    男子 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 4 団体種目 

    女子 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 4 団体種目 

  水球 男子 13 チーム競技 

    女子 13 チーム競技 

  ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ ﾁｰﾑ 9 チーム競技 

サッカー   男子 18 チーム競技 

    女子 18 チーム競技 

ホッケー   男子ﾎｯｹｰ 16 チーム競技 

    女子ﾎｯｹｰ 16 チーム競技 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 12 チーム競技 

    女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 12 チーム競技 

体操 体操競技 男子団体 5 団体種目 

    女子団体 5 団体種目 

  新体操 女子団体 6 チーム競技 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ   男子 12 チーム競技 

    女子 12 チーム競技 

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ   男子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 14 チーム競技 

    女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 14 チーム競技 

自転車   男子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 3 団体種目 

    女子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 2 団体種目 

    男子ﾁｰﾑﾊﾟｼｭｰﾄ 4 団体種目 

女子ﾁｰﾑﾊﾟｼｭｰﾄ 3 団体種目 

卓球   男子ﾁｰﾑ 3 団体種目 

    女子ﾁｰﾑ 3 団体種目 

馬術   障害馬術団体 4 団体種目 

    馬場馬術団体 3 団体種目 

    総合馬術団体 5 団体種目 
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ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ   男子フルーレ団体 3 団体種目 

    女子フルーレ団体 3 団体種目 

    男子サーブル団体 3 団体種目 

    女子エペ団体 3 団体種目 

ｱｰﾁｪﾘｰ   男子団体 3 団体種目 

    女子団体 3 団体種目 

○冬季競技 

競技名 種目 構成人数 取扱い 

ｽｷｰ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 男子 4×10km ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    女子 4×5km ﾘﾚｰ 4 団体種目 

  ｼﾞｬﾝﾌﾟ ﾗｰｼﾞﾋﾙ団体（男子） 4 団体種目 

  ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 ﾗｰｼﾞﾋﾙ団体（男子） 4 団体種目 

ｽｹｰﾄ ｽﾋﾟｰﾄﾞ 男子ﾁｰﾑﾊﾟｼｭｰﾄ 3 団体種目 

    女子ﾁｰﾑﾊﾟｼｭｰﾄ 3 団体種目 

  ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ 団体（混） 6 団体種目 

  ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 男子ﾘﾚｰ 5000m 4 団体種目 

    女子ﾘﾚｰ 3000m 4 団体種目 

ｱｲｽﾎｯｹｰ   男子 23 チームゲーム 

    女子 21 チームゲーム 

ﾘｭｰｼﾞｭ   ﾁｰﾑﾘﾚｰ(混） 4 団体種目 

ｶｰﾘﾝｸﾞ   男子ｶｰﾘﾝｸﾞ 5 チームゲーム 

    女子ｶｰﾘﾝｸﾞ 5 チームゲーム 

ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ   男子 4×7.5km ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    女子 4×6km ﾘﾚｰ 4 団体種目 

    混合ﾘﾚｰ 4 団体種目 

※上記取扱いについてはあくまでも原則とし、個別の取扱いについてはＮＡＡＳＨとＪＯＣで協議する 

 ものとする。 

 


